
181 

「港湾経営」に関する基本考察

一一 「港湾経営化」の特質をめぐって 一一

1富圧l 功
（財 ・港湾労働経済研究所〉
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1. はしがき

明治以降から戦後の港湾法制定時までのわが国港湾の生成・展開過程の基木的

性格は，一言でいうならば，資本主義経済（国民経済〉そのものを発展させるた

めに外国貿易が必然的であり，民間の資木蓄積が未成熟であったIllがゆえに3 国

家資本の動員による中央集権的な修築・管理行政をシェーマとしてきた点であろ

う（傍点は筆者の付したもの，以下同じ〉。すなわち，わが国資木主義経済そのも

のを列強資本主義経済諸国の発展水準に追従させることが「政策目標」の基本で

あったとするならば，わが国産業革命121の展開にとってとくに，外国貿易の増強

策等は合目的な「政策手段」としてなされたのであろう。そこでは，「港湾」は，

政策目標」貫徹のためのいわゆる下部構造にすぎず，単に貿易輸送の物的基礎施

設にアクセントをおいた経済的条件としてうけとめられてきたようである。そう

した意味では，わが国の港湾行政の焦点は国民経済そのものの形成・発展を図る

という側面にあてられてきたといっても過言ではないであろう。

戦後，港湾法の制定によって『我が固における港湾管理の最大の特徴は，地方

公共団体を母体とした港湾管理者により港湾の整備管理及び運営が行われてお

り，現在の港湾行政が地方自治行政の一部であることを示している。

このように，港湾は，当該港湾に直接的な利害関係を有する地方公共団体の手

により，それぞれの地域の実情に応じて，整備及び管理運営がなされている・．．

ー一。」131といわれているが，地域経済そのもののポテンシャリティを誘発し， した
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がって，地域の経済力を総体的に高め，いっぽうで， 「港湾」の本来有する社会

的条件としての市民意識の高揚化を阿るためには，これまでの伝統的な港湾行政

に依拠し続けーることが果たしてのぞましいのであろうか。

「港湾」が，当該地域経済全体の発展の原動力となりうるためには， 「行政」

から「経営Jl,11へ移行することの方がのぞましいように忠われる。この小論で

は， 「行政」から「経営」へ移行することが社会 ・経済的にのぞまれるばあいの

特質とはいったいなんなのか，現実の港湾機能とく に港湾運送機能にはどのよう

な問題が具現しているのか，そして，この場令の問題を「港湾経営」との関連で

論じるならば何が~＇＊題として考えられるのか， について切らかにしてみたいと

思 う。

注 （1)北見俊郎著『港湾総論』 ，成山唯T!:fJ九 II師1147年3月，P.60 

(2) イギリス産業革命Wlの内陸交通手段の発達状況については，下記の文献は有ぷで
あろう， A.IV!. Miln巴“TheEconomics of Inland Transport", pitman, 

London, 1963, chap. ff Development of Transport, pp. 24～47 

(3) 「日本の港湾1977」， 日本海事広級協会u日和52年12月， P13 

(4）港湾経併については とくに附和39年以降．諸先学事によって多角的に論じられ

てきたのでーたとえば．、経済発展と港f."5経・1：＼・＂（村11戸大会）， "Vll通革新と広l頭経日H

（治水大会〕，つムj或込・f,うと港湾経'i＼＇の諸問題 II （横浜大会〉 ，、港湾経・，：：＼・と財政問

題H （那説大会〉 ー， ここでは， 港湾経~：＼の意義と目的についてはそれらの玉稿を

参照すると共に， WI秘「治的経・，：：＼・論序説」〔『港湾経済研究No.16』昭和53年8月所

収） p .132～p 134. を参照して］頁きたし、。

行政と経出との差具については 現在，①1.:1的の多元性と一元性，②権力手段の

有無，③行動に夕、lする法1'1守規制の大小，④対象に対する平等原！11］の範llllの大小，と

いう四点に見いだされているとされている，山上徹稿「わが｜菅！港湾管理休佑ljにおけ

る経’U管理の課題」（『港湾機能の総合的課組』， Cl¥1〕港湾労働経済研究所，昭和

52年4月所収） p. 113 

2. 「港湾経営」の特質Iii121 

(1) 「港湾経営」原則

港湾の「ll士理 ・運営」から「経蛍化」131 へと移行させようとする場合の実践的

基木原則は，まず何より も当該地域経済そのものの刺殺（＝公共の利主主｛りを優

先的に確保することが第一に考えられなくてはならないであろう。（5）港湾を「経
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営化」することによって，当該地域経済の港湾所得が相対的に高まり，したがっ

て港湾の雇用所得も漸次向まり，いっぽう，港湾の「経営化」を図るによって，

当該地域経済内での購買力水準も相対的に高まり，その結果，そこでは港湾所得

以外の派生所得も漸増傾向を顕示するであろう。したがって，港湾の「経営化」

によって，当該地域経済内での港湾関連所得（港湾所得＋派生所得〉の占めるウ

エイトは相対的に増加傾向に向かうであろう。161

したがって，港湾を「経営化」するということの第一義的な基木原則とは，当

該地域経済の経済力 ・所得購買力の活性化に貢献しうるということになるであろ

う。そういう意味での「政策円標」を構想し，これを実践し維持し，拡大発展さ

せることこそ， 「港湾経世」木うにの基本原則のように思われる。 「港湾経営の原

則」としては，この他に「営利目的説」，「事業l三｜的説J，「不可女II説」および「体

制維持説」171 などが考えられるのであるが，港湾を「経営化」するということが

歴史的必然の方向であるとするならば，現在の港湾管理体制のもとでは，ややも

すると， 「不毛」（8）にされやすい当該地域経済そのものの利援を優先的に確保し

うるような「港湾体制」づくりが図られる点にこそ， 「港湾絞首」本来の目的を

見いだすことがのぞましいのではなかろうか~19i

それでは，政策的概念日白として考えられる公共の利訴は，失’際， 「港湾経営」

を制度的にどのように行うならば確保されうるであろうか。

(2) 「港湾経営J制度

公共の利主主（PublicInterest）は，元米その起源（Origin）からすれば，「独

占権」（「特権」〉が政府によって司i業者に付与され，これに刻して事業者，換言

すれば，当該産業もしくは企業がそれに見合う一定の「義務」を法的に履行する

社会 ・経済上の政策概念として考えられてきたようであるii目。すなわち g当該産業

（企業〉が生産 ・供給する財・サービスに必需性 ・使宜性（PublicNecessity and 

Conviniencめがありうるならば，政府は当該産業（企業）の供給市場を独占的に

確保せしめ，一方で，当該産業に対し， 合理的な価格で適正にサービスを供給せ

しめ，かつ適正な施設を具備せしめるようその供給条件を義務づけるのである。

したがって，政府が公共の利益を確保するために採る実施政策は当該産業（企業〉
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に対して「強制力」（Coercion）となって発現するであろう。そうであるがゆえ

に，この概念が為政者（「集権者－-0111」）の価値基準に依存するところ大であること

に気づかされるであろう。

われわれは為政者の｛耐値基準にもとづいてそのように規制を加えられている産

業を「規制産業」（RegulatedIndustry）切と呼んでいるが，ここでの論議の焦点

は周知の如く ，現在の港湾管理体制のもとで港湾機能の形成者側に課されている

「公共規制」”を現状維持の状態にさせるのか，あるいはいっそう強化させるの

か，それともこれを緩和させるのか，これらのいずれかに絞られるであろう。叫

すなわち，港湾機能の形成者が供給するサービスの価格（料金〉同は実費手数料

や規制料金であり，しかも当該サービスの適正な供給は技術的制約などのために

必ずしも容易ではなく ，かっその条件を充足するために巨額の公共投資をもって

適正に施設を具備することなど一公共規制の政策ーは， 「行政」から「経営」へ

と移行させる条件下にあっても依然として維持され，もしくは強化されることが

のぞましいのであろうか。

nrT項で考察した公共の利俗は，そのオリジンの歴史的性格から推論して みる

と， 「規制緩和化」に向かし、つつ社会 ・経済的に確保されてきたように思われ

るυ その意味からすれば，公共の不IJ>u主とし、う概念は，為政者がその時代の社会・

経済的要請をも政策的に反映しうるように認識されてきたようである。そうであ

ればこそ，さきにみた公共規制策の緩和論091と公共の利益の確保論とは基木的に

矛盾しないであろう 0011

したがって，港湾の「経営イヒ」を岡ろ うとする基本理念として制度的に要請さ

れるのは，換言Aすれば，経済性原則の確立と公益性の確保であろう。では，われ

われは，資本主義経済体制のもとで制度的に要話されている「港湾経営体制」QB)

をどのように構想化しうるであろうか。

(3) 「港湾経営体制」

ここでは，港湾の「経営化」によって当該地域経済そのものの利益，広義の意

味ではその社会 ・経済的利誌が確保されうるような「体制」仰）を構想しようとす

るものである。このばあい，さきにみたように，社会 ・経済的に要話される基本
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原則の貫徹にとって「政策的」に不可欠な要件は， 「公共規制の緩和化」であろ

うと考えてきたのである J したがって，ここでいう「港湾経営体制」の成立は，

これらのこつの要件が充足されうるような，また不可欠とされうるような資本主

義的な経営体制を思考しようとするものである。もしそうでなければ，われわれ

の考察しようとしている 「経営」は「行政」となんら峻別されえないはずであろ

うから。そうした意味での資本主義的な「港湾経営体制」とは，自立採算制が採

用されうることと，不合理な港湾料金体系が是正されうること，この2つが少な

くとも政策的に実施されることが，その要件であろうと思う。

これらの「政策Jの基本的性絡は，おおむね，以下にみられる見解に含蓄され

ているであろう， 『公企業が企業性にもとづき独立採算制を採用する場合， 収益

性の向上に努力することは当然であるが，この収益性は最大利潤率ではなくて，

公共性によってその上限がおさえられねばならないであろう。それは，公企業が

公共目的を達成するに必要な拡大生産を可能にする程度の最適利潤率であること

がのてましい。」側ωいっぽう，港湾運送機能の形成者が供給するサービ ス価格

（料金）は，周知のように，公共性の観点から，能率性（生産性〉向上の条件が

その利用者似IJに十分容認されないで設定されてきた傾向にあり，したがって，公

益性と経済性の原則の追求をめざす 「港湾経営」のもとでは，こうした傾向は是

正されなければならないであろう，つまり現行の港湾運送事業の料金体系は，固

定政と変動貨の配賦基準から，基木料金（需要原価 demandcost）， 最低料金

（需要者原frHicustomer cost），従量料金（供給量原価 outputcost）の3木柱

て、構成されているようであるけれども，このばあいの従量料金は，原1rfliの変動に

対応すべく料率基準の設定がのぞまれるところであろう。ω

港湾を「経常化」することの究極的な円棋は，いうまでもなく，経済的合理性

を追求することが社会的令門的性に適なうものであるという点を再認識させよう

とすることにある。もし「港湾経営」のもとで経済的合理性の追求が原則化され

なければ，これは現行の「管理 ・運営」となんら本質的にかわるところなく，し

たがって港湾と地域経済の問題も！日態依然のままにされてしまうであろう。その

ti：、味からすれば，港湾を I経営化」するということは社会 ・経済的な体制変革の
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詰；識鈎なくしてありえないであろうし，いっぽう港湾都市の地域住民が白からの

社会 ・経済的な利益の優先を主張しうることは，結局は，港湾の「経営化」に依

拠するところきわめて大といわなければならないであろう。

港湾を「経営化」するということは，換言すれば，資本主義的生産における港

湾機能を「公正」ω に維持，拡大せしめる有効な「体制的方法」を考えることと

もいえるであろう。

港湾機能，とりわけ，港湾運送機能はどのように形成され，維持されているの

かをみてみよう。鈎

注 （1）港湾経＇faの特質について，森本三男教授は，港湾は水防述絡交通サービス生産の

社会経済的システム（Socio-economicsystem）であるとの見解にた ち， 『港湾

経営は，閉鎖的な自己完結的存在としてのクローズド・システム（closedsystem) 

ではなく ，多くの関係者と相互作用しながら機能するオープン ・システム

(open system）である。いま，港湾になんらか有意にかかわり合いをもっ外界

の事象および要因の集合をもって港湾環境（Portenvironment）とよぶならば，

こうした環境の要請にこたえ，環境変化に適応することが，港湾経釘の」企本的諜

足自ーになる。』森本三男稿「港湾経記の経日体制と経＇， 0；目的」（『経済と貿易121号』

横浜市立大学経済研究所，昭和25年 3月所収） p. 2 

同教授の港湾経？；？目的論は， 『私的経引によらない港湾経泊がイr~＋1：するから ，

…・・維持経営体（goimgconcern）として港湾経＇i！＇；をとらえ ，それにふさわしい

究極的経日目的として， 「存続 ・成長（Survivaland growth）論」をとる。』と

される（「向上稿」，p11，傍点は引用者の付したもの，以下向じ〕

(2）港湾経営の特色について，市来ii~f也教授は， 港湾の有するターミナノレ機能およ

び都市生活関連機能が挺供するあらゆるサービスが，港湾用役であるとの見地か

ら，以下のように四点を指摘されている，r①非強力性・環境の変化に対し港湾
経営は全く鋒力性に乏しいものとなっている。②受動性・・・港湾用役の販売を対象

とする港湾経包は，物流用役が商流に従属的存在で，商流サーピスに左右される

受動的性格のものとなっているように，この面において全く受動的性格を有する

ことになる。③非調節性 ・· ~！ 1.f<形財としての港湾用役を不況時に貯蔵して，好況時

にj販売するなどの需給に刻応した調節は，全く悶11mである。④制約性－－物流との

関連においてみる場合， 港·r.ち経~：：；；・は ， その施設および料金i宜iから 1!lll約を受けてお

り，生産性の著しい向上は，困難な而が多い。』訴しくは，T行来消也稿「物流と

港湾問題」 （『港湾労働経済研究No.3』， ClbD港湾労働経済研究所，昭和54年 1月
所収） p. 79～p 98の参照をのぞむ。

(3) この概念の理解については，北見俊郎教授の，以Fのような解釈は示唆に富む
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であろう， Ir・・・・・・ 「経穴化」は歴史的な時代の流れの中で，すでに港約をして

「社会的構成体Jとして規定せざるを待ない点，また一般的な社会体制lの「近代

化」の過経で，港湾機能にかかわる社会体illl］もまた「近代化」を迫られるという

点，以上の二点から，そうした「近代化」を港湾の「岱み方」に照応させた場

合，それは結果的に「管理 ・運お」から「経伝」へとし、う移行を意味する。』，北

見俊立JI稿「わが国における、港湾経伝化II の基礎的一考祭」 （際取翻先生還暦記

念事業会編『現代交i1llと地域経済のi諸問題』 ，時潮社，昭和54年5月所収〕

P.8 

(4) 公共性と公共の利抗との概念規定は，森本三男教授が次のように指摘されるご

とく本来l峻別されて然るべきであろう， 『港湾経i話。における公共性とは，港湾、の

水陸述絡交通サービスが何人に対しても不平等な取扱いをなすことなく平等に提

供されること，すなわち，港精が一種の公共財的性絡をもつことをし、う。また，

t｛台湾緩やtにおけーる公佼性とは，港湾関係者の利益が全体として最大化されるよう
努めるべきであるとともに，それが各関係者の貢献に応じて公正に配分ないし還

元されるべきこと，裏返しにいえば，関係者の犠牲・負担が享受するサービスに

対応して公正になされるべきことをし、う c』 「森本三男「JJij掲稿」 p.4) 

(5) この基本原則の理念は，大島国雄教援がかつて「公企業のEl的説」についてl吟

味された、抽象的公共門的説II （社会公共の縞祉の増進〉の考え方とかなり接近

していることに気づかされる。 （大島凶雌著『公企業の経何学』，白挑内E.I沼

刊46年9月，P 63～p. 65の参照をのぞむ〉

(6) 港許可生産所得および港約所得の推計方式については，tUl稿「港湾、所得推計に関

する来干の考察」（『港f.'1j労働経済研究年＇(,Ji・創刊号』財 ・港湾労働経済研究所，

llH和51年12月所収） p 125～p. 135を参照して］頁きたし、。

(7) 大島凶雌若『前船主』 p 65～p. 71，『公企業は，｜遥民大衆へのサービス，公共

主義もさることながら，実質的に私的資本とくに大資本の利誌により多く奉仕せ

しめられ，そのための資本主義体制lの維持に役立ってきたのである0 ・・..・公企業

は木米的には，公共の経済的利援の哨進を目的原理とすべきであるが，これまで

の資木主義社会では，J述のごときなl沫での体制維持Fl的を実現してきたのであ

る。』

(8) この紙念の；な味内容については，主と して，北見俊虫Jl;t;:lrDIJ掲ゾ？』 ，Pl29.～

p .138などの参照をのぞむ。

(9) そうした「港湾経？刊ヒ」の構想論は，政策実践の段｜桝ではその賛否が問われる

であろうが，その際，以下のような見解も十分検討するに｛i直いするであろう，

ト ーそれぞれの地域社会と港湾機能との有する特質に基づいて，港湾経’＇＆＼＂が公

共的利益からみて望ましいと信ずる場合のみ実現化されねばならない。』，山上徹

「前崎稿」 p.126 

(10) これに対して ， 理想主義的（~ idealisti c）概念とされる論者もおる ， Cha r les
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A. Reich，“Property and Personal Freedom”（C. Lowell Haris, Selected 

Readings in Economics, Prentice-Hall, 1967) pp. 165～168 

(11) Charles F. Phillips, The Economics of Regulation, Richard D. Irw111, 

Illnois, 1969, pp. 52～55 

(1司C.F. Phillips, Ibid, pp. 3～16にHしし、。

11~ ここでは， 主として ， 港湾法第12条第13条および第37条～~m条をその検討対

象に考ーえている。

(14) 元米，公共の利益を視点に据えた理論化は圧tl~J的（oprressi ve）になるであろ

うから（CharlesA. l{eich, Ibid, P.165），この場合の政策基準の単一的選択は

慎重になされねばならないであろう。

(1司港湾施設使用料，港湾運送料金などを指している。

(1同 これに関連するものとして，次のような見解がなされていることを指摘してお

きたい， r・h ・－これまで，港湾の管理述語ーにかかる基本日傑は「浴客5法」の規定
する趣旨，目的にしたがって，泌許可管理者は，同法第12条および第13条に定める

業務を行なってきたものである。しかしながら，この結果は，泌許可管理者財政の

赤字，港湾と地域経済とのかかわりなどに，さまざまな問題をかかえてきたのであ

る。 ……換言すれば，従来方式の港湾管理運’兵？では，港湾管理者財政の赤字の期

大，港湾開発と地域経済との遊離がし、っそう拡大されることとなって，地域経済

社会への寄与が不充分なものとなるのである。』，喜多村昌次郎稿「公企業経伝の

目的と構成」 （『福井裕港湾経話調査』，埠頭経伝研究会，昭和52年3月．所収）

森本三男教授は，港湾経’－；：；；の公的経蛍主体の補強に関連して， 『一港約の公共

性や公訴性を高めること，法的に要求されている規制 ・許可等の行政的機能を除

外しえないこと…・ー』とされている（森本三男「前稿掲」 p.13) 

(1司 『港湾における公共性は，一般に租税負担にもとっく公共財「公共の’g造物」

に由来する概念として位置づけられ，発展してきたものであるが，公共財の性格

は，少なくともすべての人が共通かつ等量に消費しうる財であること，需要しな

い人ひ‘とでも供給の対象から排除できない財であることを考えると，港湾の公共

性は港湾をめぐる経済活動にあたって，その利用の公平をはかるという， 「港湾、

を利用する」特定者を対象とした規制主主準の怠味をもつものである。

したがって，港湾における公共性と経済性は必ずしも対立する概念ではなく ，

むしろその統ーをはかることが今後の港湾管理に共通する課題である。』喜多村昌

次郎「前掲稿」 p.49 

（！$港的経’；0；体制の詳述については，森本三男「前崎稿」 p 3～P. 7の参照をの

ぞむ。

港湾、経営の基本構造については，拙稿「港湾経営論序説」（官t1Tm，港湾経済研究

No.16所J!Sl)p .135～p .136，を参照して頂きたい。

(I曲 ここでは，この概念を社会的・歴史的意識の意味と しても用いている。
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森本三男教授は『経世？体制は，経臼に関して基本的立思決定をなしうるもの者

ないし機関すなわち経必’主体を中心に考察するのが一般である。経伝主体がその

地位にありうるのは，なんらかの意味で支配力を保有することに白米するから，

経’色体制はまた，経tさをめぐる支配関係であるといってもよし、。』とされてい

る（森本三男「前掲稿」 p.3) 

岡大島凶雄稿「公企業財政の基本的性格港湾財政の健全化のためにー」（『港湾

財政問脳研究』埠頭経＇，：；！；研究会，fl百豹151年9月所収） P.2i 

R-E 
位I) 公正適正報酬率（ r) ＝ーす二百一 （ただしR 総収益， E：記業貨，v：資

産の新設当時の公正価Ii他，D：資産（1ni値の滅仙l〕をどの程度にするかについて

は，さらに検討してみたいと思う。詳しくは拙稿「港湾の、経話化H と料金理論

形成の予備的考察」 （鷹取調先生還暦記念事業会編『前｝＆＇1::1；』 ，附和54年5

月，所収） p .95～p. 98を参照して頂きたい。

凶周知の如く，こうした料金体系は公縫事業料金の決定原則とされているけれど

も，一連の「港湾サービス」が公益事業性を具備するものか否かについては，議

論が分かれるであろう。

凶 これについては， 北見俊郎教授によって t~ll昌された「近代化理論」に教示され

る点が多し、。

凶 この他に「政策基準」としては，「効率」， 「安定」， 「発展」などがあろうか

ら，ここで用いたように単一的ではなく ，複合的に考えうることも検討してみた

し、と思う。

凶主としてここでの事例は，東京，横浜，大｜札利l戸の4大港で，昭和53年2月

1日～28日までの 1カ月間にわたって実施調査された，「はしけ実態調査報特引」

（財 ・港湾近代化促進協議会，昭和54年 3月〉の諸資料に分析・検討を加えたも

のに負うている。

3. 港湾運送機能の若干の問題点

(1）港湾運送機能Illの特色

わが国主要港湾のシンボリィカノレな特色は，これを機能的にみるならば， 「所

有と経営」の未確立であり，したがって未分化な点ではなかろうかと思う。12）つ

まり，これまでのわが国港湾機能の形成，維持および拡充は，本質的には，その

資本主義経済の発展 ・拡大に寄与せんがためになされ，いっぽう 「港湾」の管理

権はその所有権の擬制131にもとづく公共統制の色彩が強くなされ，その意味で

は， 「港湾、の経営化」13）はなされないままに推移してきたのである。
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こうした状況何で，経済的・交通的機能を主たる役割とする「港湾運送Jは，

きわめて重層的な梢造となっているようである。そこで図1にみられるように，

の基木的な特色は，極地愉送に関わるオベレーショナノレな行噌為で‘あるともいわれ

このことは，はしけー運送機能にティピカルにあらわれている。オベレている。（4)

一：重 ・三重の事業構造へと向かうようーショナルな運送行為というのは，元来，

港湾運送の引受形態図 1
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けしt立1. 
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であるC というのは，その行為の一つ一つ一「受渡し」行為ーは事業者自ら「操

作することが可能となるからであろう。たとえば，運送人と運送取扱人との述繋

的機能（5）にみられるごとくである。

当該港湾運送の需要量を事業者向ら「操作」することが可能であれば，事業者

は，必要故低限の生産手段（たとえば，はしけ，荷役機械など〉と労働力を保有

しさえすればよいことになる。そうであるがゆえに，オーバー・デマンドのばあ

いには，事業者自らその全部（100%）を下請契約することすら生じるのであり，

逆にアンダ、一・ デマンドのばあいには， はしけ（労働力も含む〉などを事業者相

互間で「用船」形態として保有し合うことになるのである。このばあい，当該港

湾運送の需要量を事業者自 ら 「操作」しうることの可能性は，港運市場における

その情報収集力，集{itj力（需要獲得力〉などに依存するであろう。

港運市場における情報収集力，集荷力などは通常，港湾運送機能の利用者側と

の経済的取引関係で決定され，しかもこの経済的取引関係は「資木系列化」（6）に

よって規定されているようである。したがって，港運市場における情報収集力，

集荷力などは， 「資木系列化」への程度と範囲によって異なるであろう。 は し

け，船舶の積載率17）などもそうした事尖関係をあらわすものではなかろうか（表

i参照） η

したがって，当該港湾運送の需要量を事業者自らが「操作」しうることの可能

性は，結局は， 「資木系列化」への程度と範囲に依存するものであろう。

そうした港湾運送組織を特色とする港運市場で、は，現在，何が問題なのであろ

うか。

(2) 港湾運送機能の問題点

オベレーショナノレ行為を基木機能とする港運市場では， 「資木系列化」にみら

れる如く，その供給桝造はきわめて重間的であるといわれているく表2参照〉。

供給構造の重層性は，「運送市場」そのものの形成条件一財 ・サービスの生産市場

から消貨市場へ結合させるための流通過程であるーからすればそこに介在しう

る，かつ，しようとする供給者数供給条件ーにはさして大きな制約がないよう
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なので，一般的に組織化されやすいのであろう。 したがって流通過程における供

給構造の重層性は，供給条件などに制約がなければない程ますます複雑となるで

あろ う。

表 2 はしけ等の 業態 別保有船腹 量

｜ はしけ船舶 計
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流通過程における供給構造は，これが複雑化しやす付ればしやすい程，企業の

市場参加に対するエントリ ー制は厳しく設けられ，したがって政府の介入策も一

段と強化されやすくなるであろう。たとえば，免許基準の引上け．などはこれに相

当するであろう。

確かに，港湾運送事業の保護育成のために規制政策と助成対策（8）が採られ，こ

れによって‘港運業経営の健全性，安定性が図られるべく目されてきたわけである

が，それは十分港運業経営の効率性を促進させうる政策 （対策〉ではなかったよ

うである。

港運業経営の効率性は，港連コストが取扱量の増大に比例して漸減する範囲内

で料金設定がなされるかぎり，これは確保されうるものであるから，したがっ

て，このばあい，港運コストが漸i科する範囲で料金設定をするという，単に港運

業を保護育成することのみを目した政策（対策〉は必ずしも港運業全体の経常を

効率的なものにするとはかぎらないであろう。

したがって，港運業経営の効率性は，これまでのような伝統的な港運政策では

十分促進されえないはずである。このことは，単なる「港湾運送機能対策」では

不十分であり，新たな 「港湾機能対策」が要請されるものであることを意味して

いる。

では， 「新たな港湾機能対策」としての課題とはなんであろうか。

注 （1) ここでは，主として，はしけ逆送機能を考察の対象としている。詳しくは，till稿

「港約五E送機能の諸問題Jc『港湾労働経済研究年報No.3』昭和 54年1月f所収），
p. 60～p. 90を参照して頂きたL、。

(2) この場合分業（divisionof labour）体制が未だ特殊化（specialization〕され

ていないであろうという芯、味に用し、ている。詳細については，C.H. Robertson & 

S. R. Dennison, The control of Industry, The Cambridge University Press, 

London, 1960, p p, 12～21 (cha戸.TI Large-scale industり〉

(3) 千須和富士夫稿「ターミナノレ ・オベレーションと、公共性If の経済的意味」（『港

湾経済研究No.8』，昭和45年10月所収） p. 93 

(4）詳細については， 喜多村昌次郎著『泌が~産業』 ． 成山堂内 i;s- ， 昭和 46 年 9 月 ，

p. 85などの参照をのぞむ。

(5）喜多村昌次郎著『前掲書』 ，p.84～p .94，に詳しし、。

(6) ここでは，以下のように，資本支配と人的統制lによっているものをも含んでいる。
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イ 元請け業者が下請け業者の発行済株式の）(i以上の株式を保有するとともに役員

を派泣していること。

口 元詰け業者と下請け業者との聞に，長期（ 5年程度〕の F請契約が結ばれてお

り，これとともに元請け業者が下請け業者に対し，当該作業に必要な施設，資金

その他の経済上の来lj援を錠供していること。しかし．二以上の元請け業者と下請

契約を結ぶことは，下諮け業者の作業能力が，免許基準を上回っている場合であっ

て，元請け業者 If_土の全作業を行なってもなお余力がある場合に限るものとする。

下請け業者が元請け業者の株式をれ以上保有していること。

ニ F詩け業者が元請け業者の株式のパ以上を保有するとともに，役員を派ill:して

いること。 （喜多村昌次郎著『前掲書』 ，p.69) 

(7）単にこの指標のみで，港運業経話の安定性，HりU/.f｛性などは必ずしも測定されえな

いであろう。この点は他の機会に検討してみたい。

18）過去2聞にわたるはしけ等の買上げ対策を指している。

港

東

表 3 過剰はしけ等買 上 廃 棄 の実 績

昭和 48 年度 I 昭和 52 年度

隻 数 ｜積トン数 ｜ 隻 数 ｜積トン数名

京 105 I 

293 

16, 940 I 260 I 56,750 

Wt l兵

名 l~I 屋 74 I 山一日

639 126,758 

34 5,105 

大 ｜荻 282 348 I 79,677 

利l 戸 357 58, 765 i 426 87,515 

目~J 門 l Q
d
 

喝

tム
寸
B
ム 26,290 4,635 

i. 230 I 197, 022 

出所 （財）港湾近代化促進協議会資料

360,450 

4. 「港湾機能対策」 の課題

港湾運送機能の効率性は，これまでの伝統的な規制政策のもとでは 十 分公平

に確保されがたいであろう。これが公平に確保されることなくして港運業経営の

安定性も，また 卜分のぞめないであろう。確かに、港運業経営の不安定性は，当該

地域経済そのものの利益，換言すれば，公共の利益を阻害せしめる基木的要因と

も考えられるであろう。そうであればこそ，改めて公共の利益を阻害せしめる要



196 「港湾経伝」に関する基本考察

因の解消策が社会的に，したがって制度的に検討されねばならないであろう。こ

れが「港湾機能対策」の所以である。

これまでの港湾機能の維持，拡充対策のもとでは，近代化理念と「自由化」理

念Ill~i＼，、ずれも港運政策の目標理念として十分追求されてこなかった傾向にあ

る。121 この意味からすれば，少なくとも，伝統的な港連政策には「限界」が存し

ているといっても過言ではないであろう。そうであればこそ，これからの港連政

策の課題は，一つには近代化理念，そして二つには「自由化」理念がし、っそう追

求されうる諸刻策を明示することのように思われる。

ところで，われわれはこれらの諸対策が現行の 「港湾管理体制」のもとで十分

なされうる，とは断言しがたし、。新しい「港湾機能対策」が，すなわち，港湾の

経営化の方向でしかのぞみえないとすれば，それは，結局は，港湾機能と地域経

済にかかわる港湾政策の改革の問題に帰着するであろう。

注 （1) 「自由化」 理念，即近代化であるかについては，十分検討してみたし、と思う。

(2) この点の詳論については，北見俊郎著『前掲書』，第5章国民経済における輸送

の合理的休系化と港湾の輸送体制J,p. 77～p .89を参照されたい。


